
低価格受注工事の対策強化（H19.6 及び H20.7 の改正内容） 

 

（１） 低入札価格工事対策（旧ダンピング受注工事対策）等の強化 

① 適正な施工をより一層確保するため、現場代理人と主任技術者の兼任を禁止すると

ともに、下請け契約を行う場合は下請け契約の請負代金の額にかかわらず、施工体

制台帳の作成・提出を義務付ける。 

② 栃木県発注工事で低入札価格調査制度における調査基準価格を下回って受注した

工事（以下「低入札価格工事」という）については、以下のとおり対策を強化する。 

・ 監督、点検時における不備や、調査時における不適切な対応が確認された場合

は、文書で指示・注意し、工事成績評定等に反映する。 

・ 前年度において、工事成績評定が６５点未満又は前出の文書での指示・注意を

３回受けた者が、次年度に低入札価格工事を受注した場合は専念義務を課し、

当該工事が完了するまで栃木県が発注する他の工事への入札参加を認めない。 

 

（２） 工事品質確保特別対策の実施 

栃木県発注工事で、同年度内に低入札価格工事又は請負額が低入札価格調査基準

価格若しくは最低制限価格を上回り、それぞれの価格に予定価格の３％を加えた額

を下回る工事（予定価格が５００万円未満の工事を除く）を３件以上受注した場合、

以下のとおり工事品質確保特別対策を実施する。 

 なお、対策の対象工事は、予定価格が５，０００万円以上（舗装工事にあっては

２，０００万円以上）の工事とする。 

・ 監督業務の強化、施工体制点検・安全パトロールの強化及び文書の指示・注意

とし、必要に応じて工事コスト調査や下請等調査を実施する。 

・ 文書の指示・注意は、低入札価格工事対策における「前年度工事評定結果等に

よる低入札価格工事への専念義務」に反映する。 



前年度工事評定結果等による低入札価格工事への専念義務

（繰越した場合）

工事品質確保特別対策工事の対象となる工事

凡例
　：工事品質確保特別対策の対象工事

３本目

４本目 最低制限価格等近傍工事（舗装・予定価格２千万以上）

最低制限価格等近傍工事（舗装以外・予定価格５千万未満）

翌年度当該年度

１本目通常工事 ３本目を受注した時点で特別対策に該当

１本目

２本目 低入札価格工事（※低入札価格工事対策を実施）

最低制限価格等近傍工事（土木・予定価格５千万以上）

当該工事に専念（他工事に入札参加できない） 他工事に参加できる

※一般競争、指名競争ともに入札参加でき
ない。ただし、栃木県発注の工事に限る。

入札参加可能D工事

繰
り
越
し
た
場
合

（契約締結の翌日を起算日とし、工事完成通知書の受理日から
１４日を経過する日まで）

入札参加不可※C工事

B工事 低入札価格工事

A工事 通常工事

B工事 低入札価格工事

参考図

（契約締結の翌日を起算日とし、工事完成通知書の受
理日から１４日を経過する日まで）

前年度 当該年度 翌年度

以下のいずれかに該当する場合

★工事成績評定が65点未満
※栃木県発注の全ての工事を対
象とする。

当該工事に専念（他工事に入札参加できない） 他工事に入札参加できる

★低入札価格工事対策試行要
領第3条（２）のクに基づく「文書に
よる指示・注意」を3回以上受けた
場合。（工事品質確保特別対策
工事における「文書による指示・
注意」を含む）
※「文書による指示・注意」の数
は年度内の累積数とする。




